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The Konoe family in the latter period of Muromachi and other restraints 　　　　　　　　
　This paper is an attempt to restore relations between the Konoye family and the 
rest of the households in order to explore the trends of the supporters during the 
Warring States Period. In the previous study, there was a tendency to emphasize the 
opposition relationship between the Kuju household and the Konoe inhabitants out of 
the five households, but revealed that the actual situation was more complicated.
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は
じ
め
に

　
「
近
衛
家
か
ら
の
正
室
が
続
い
た
将
軍
義
晴
・
義
輝
の
時
期
は
」「
将
軍
家
と
外
戚
が
連
合
し
公
武
の
協
調
か
ら
政
権
安
定
を
図
る
「
足

利

−

近
衛
体
制
」
期
な
の
で
あ
っ
た
」
と
は
、
黒
嶋
敏
氏
の
言
で
あ
る

（
（
（

。
摂
関
家
の
歴
史
に
お
い
て
戦
国
期
は
近
衛
家
の
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
戦
国
期
近
衛
家
の
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て
は
湯
川
敏
治
氏
が
精
力
的
に
考
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
（
（

。
ま
た
、
戦
国
期

九
条
家
の
実
態
に
つ
い
て
も
、『
政
基
公
旅
引
付
』
及
び
日
根
野
荘
研
究
（
中
世
後
期
荘
園
制
研
究
）
の
関
連
か
ら
多
く
の
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
き
た

（
（
（

。

　

そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
水
野
智
之
氏
に
よ
る
「
足
利
義
晴
～
義
昭
期
に
お

け
る
摂
関
家
・
本
願
寺
と
将
軍
・
大
名
」
で
あ
る
。
水
野
氏
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る

（
（
（

。

　

 

摂
関
家
の
う
ち
、
九
条
家
、
二
条
家
、
一
条
家
は
藤
原
道
長
の
子
が
分
流
し
て
家
門
を
形
成
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
三
家
は
一
門
と

し
て
の
同
族
的
意
識
が
あ
っ
た
。（
略
）
近
衛
家
と
鷹
司
家
は
藤
原
家
実
の
子
が
分
流
し
て
家
門
を
形
成
し
た
の
で
、
こ
こ
に
も
同

族
的
意
識
が
あ
っ
た
。

　

水
野
氏
は
「
九
条
流
」
と
「
近
衛
流
」
と
い
う
枠
組
で
、
五
摂
家
各
家
間
の
親
疎
を
見
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
「
九

条
流
」
と
「
近
衛
流
」
と
い
う
二
項
対
立
で
捉
え
る
こ
と
が
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
二
項
対
立
で
処
理
し
て
し
ま
う
こ
と

で
、
五
家
間
の
関
係
性
が
二
流
間
の
関
係
性
に
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
う
憾
み
も
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
近
衛
政
家
期
（
一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
）
を
中
心
に
、
近
衛
家
と
そ
の
他
摂
家
の
関
係
を
具
体
的
に
復
元
す

る
。
た
だ
し
、
二
条
家
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
の
で
、
近
衛
家
と
、
一
条
家
・
九
条
家
・
鷹
司
家
の
関
係
性
を
分
析
対
象
と
し
、

二
条
家
に
つ
い
て
は
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
簡
単
な
見
通
し
を
述
べ
る
に
止
め
る
。

　
一
、
一
条
家
と
鷹
司
家

　

当
該
期
の
五
摂
家
内
部
の
関
係
性
は
単
純
に
「
近
衛
流
」「
九
条
流
」
で
割
り
切
れ
る
の
か
。
ま
ず
は
近
衛
家
と
九
条
流
の
一
条
家

と
の
関
係
を
復
元
し
て
み
よ
う
。

　

1
．
近
衛
家
と
一
条
家

　

具
体
的
に
考
察
す
る
の
は
、
近
衛
政
家
と
一
条
兼
良
・
冬
良
父
子
と
の
関
係
性
で
あ
る
。

　

 

除
目
入
眼
也
、
是
日
余
直
衣
始
也
、
黄
昏
時
分
着
直
衣
、
自
此
亭
密
々
乗
八
葉
車
令
参
内
、
雲
客
二
人
乗
車
尻
、
前
駈
二
人
、
衣
冠

下

参
会
、
番
頭
四
人
、
随
身
略
之
、
直
衣
始
之
時
或
略
之
云
々
、
有
先
規
之
由
一
条
禅
閤
被
相
示
間
、
就
容
易
之
儀
今
度
略
之

（
（
（

、

　

右
の
史
料
か
ら
、
直
衣
始
に
お
い
て
政
家
は
「
一
条
禅
閤
」
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
従
い
、
随
身
を
省
略
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
衛
政

家
（
一
四
四
四
生
）
は
、
一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
生
）
に
先
例
故
実
を
師
事
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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今
日
左
幕
下
、
一
乗
院
被
来
、
今
日
下
官
与
関
白
座
次
事
先
例
未
一
決
間
、
内
々
兼
申
談
了

（
（
（

、

　

次
い
で
掲
げ
た
の
は
、
政
家
が
鷹
司
政
平
と
の
座
次
相
論
に
関
し
て
先
例
を
左
幕
下
（
一
条
冬
良
）
と
相
談
し
た
と
い
う
内
容
の
史

料
で
あ
る
。
近
衛
政
家
は
、兼
良
子
息
の
冬
良
と
も
先
例
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
逆
に
、次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　

従
関
白
有
書
状
、
践
祚
記
録
次
第
等
可
借
給
云

（々
（
（

、

　

冬
良
も
政
家
に
先
例
に
つ
い
て
協
力
要
請
を
し
て
い
た
。
兼
良
の
薫
陶
を
受
け
、
ま
た
冬
良
と
い
う
切
磋
琢
磨
す
る
盟
友
を
得
た
こ

と
で
、
政
家
本
人
が
先
例
故
実
知
識
の
供
給
源
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
関
連
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

　

 

右
少
弁
尚
顕
送
使
、
春
日
祭
上
卿
事
、
方
々
被
仰
之
処
、
各
故
障
、
仍
其
子
細
被
仰
南
都
之
処
、
学
侶
等
事
書
寺
門
申
状
等
、
上
卿

無
参
向
者
不
可
叶
、
所
詮
故
障
人
々
注
給
、
一
段
可
致
訴
訟
云
々
、
仍
被
尋
申
近
衛
准
后
政
家
公

、
相
国
一
条
前
関
白

冬
良
公　

、
仍
予
同
可
尋
之
由

有
仰
云

（々
（
（

、

　

春
日
祭
上
卿
を
諸
公
卿
が
忌
避
し
た
こ
と
に
よ
り
南
都
と
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
。
こ
の
と
き
、
後
土
御
門
天
皇
は
近
衛
政
家
と
一

条
冬
良
か
ら
意
見
を
徴
す
る
よ
う
記
主
の
甘
露
寺
親
長
に
指
示
を
出
し
て
い
る
。
近
衛
政
家
と
一
条
冬
良
は
後
土
御
門
天
皇
に
と
っ
て

最
も
信
用
で
き
る
諮
問
相
手
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
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今
日
禅一

条
殿閤
和
漢
連
句
御
月
次
始
也
、巳
刻
参
入
、御
人
数
、禅
閤
、右
幕
下
御
出
座
、殿近

衛
殿下

毎
度
御
出
、随
心
院
僧
正
御
房
、藤
大
納
言
、

勘
解
由
小
路
前
黄
、
余
、
二
条
前
相
公
、
姉
小
路
三
位
、
右
衛
門
督
宣
親
、
雅
国
時
顕
等
朝
臣
、
忠
顕
、
顕
基
、
源
富
仲
、
長
興
宿

禰
、
頼
秀
朝
臣
以
下
也

（
（
（

、

　

右
は
一
条
兼
良
が
催
し
て
い
た
「
和
漢
連
句
御
月
次
始
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
家
は
兼
良
の

月
次
御
会
に
も
毎
回
参
加
し
て
い
た
。
政
家
と
一
条
家
と
の
間
に
は
私
的
な
交
流
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
（1
（

。

　

近
衛
政
家
と
一
条
家
は
公
私
に
わ
た
っ
て
盟
友
と
も
い
い
う
る
昵
懇
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
何
も

故
実
面
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
応
仁
の
乱
前
後
の
時
期
、
一
条
兼
良
は
在
国
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
る
。

　

 

伝
聞
、一
条
前
関
白
南
都
下
向
云
々
、亜
相
又
八
幡
へ
移
住
云
々
、京
都
依
物
忩
也
、自
去
比
之
事
也
、太
閤
家
門
ニ
令
残
留
給
云
々
、

不
審
々

（々
（（
（

、

　

伝
聞
、
一
条
前
関
白
去
月
比
土
佐
畑
へ
被
下
向
云
々
、
当
殿
并
大
納
言
南
都
大
乗
院
居
住
云

（々
（1
（

、

　

前
者
は
応
仁
の
乱
直
前
の
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
兼
良
が
南
都
へ
、
一
条
政
房
が
八
幡
へ
下
向
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
、
後

者
は
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
に
一
条
教
房
（「
一
条
前
関
白
」）
が
土
佐
へ
、
兼
良
（「
当
殿
」）
と
大
納
言
（「
政
房
」）
が
南
都
へ
と

疎
開
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
長
子
の
教
房
が
土
佐
へ
と
下
向
し
た
の
は
所
領
再
建
の
た
め
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
一
条
家
の
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主
要
人
物
が
地
方
下
向
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
頃
の
一
条
家
の
経
済
的
苦
難
を
背
景
と
す
る
。
所
領
か
ら
の
年

貢
確
保
に
苦
心
し
て
い
た
兼
良
の
姿
は
、
次
の
史
料
に
端
的
で
あ
る
。

　

 

今
日
、
一
条
禅
閤
自
越
前
国
御
上
洛
、
御
家
領
足
羽
庄

東
郷
等

朝
倉
数
年
押
領
之
間
、
為
御
侘
事
御
下
向
、
雖
然
於
御
家
領
者
不
返
進
、
懸
御

目
致
御
礼
、
貳
萬
疋
進
上
云

（々
（1
（

、

　

越
前
へ
と
下
向
し
、
朝
倉
氏
と
年
貢
の
確
保
を
め
ぐ
り
喧
々
囂
々
の
駆
け
引
き
を
し
て
、
こ
の
と
き
は
、
ど
う
に
か
当
面
の
二
万
疋

だ
け
確
保
し
て
い
る
が
、
一
五
世
紀
後
半
の
一
条
家
は
公
家
社
会
の
趨
勢
に
抗
え
ず
、
困
窮
を
極
め
て
い
た
。

　

 

今
日
内
大
臣
（
冬
良
公
）
拝
賀
也
（
歩
儀
也
、無
御
第
、如
形
雖
有
新
造
、一
向
半
作
、無
門
、辻
子
奥
也
、乗
車
之
儀
不
叶
、近
来
之
風
、 

仍
予
正
親
町
宿
処
御
借
用
、
雖
荒
屋
佐
道
、
依
内
裏
咫
尺
也
、
面
六
間
之
外
、
南
方
内
々
居
処
、
仮
為
室
礼
為
座
敷
也
、
右
大
弁
宰

相
悉
皆
沙
汰
之
、
予
不
存
知
也
）、
扈
従
公
卿
殿
上
人
等
、
追
可
尋
記

（
（1
（

、

　

丸
括
弧
は
割
注
で
あ
る
が
、
一
条
冬
良
の
任
内
大
臣
拝
賀
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
そ
の
際
に
儀
礼
進
行
の
必
要
上
、
家
屋
を
再
建

す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
出
来
合
は
著
し
く
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
応
仁
の
乱
後
の
一
条
家

が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
一
条
家
の
状
況
に
対
し
て
、
近
衛
政
家
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
た
だ

ろ
う
か
。
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今
日
関
白
亭
江

参
申
処
此
御
家
門
ニ
御
座
之
由
承
及
間
参
申
云
々
、
仍
於
此
所
演
説
之
処
当
年
可
被
行
除
目
之
間
其
以
後
可
辞
申
覚

悟
候
、
但
御
急
之
由
承
候
間
除
目
前
可
有
御
奏
慶
分
候
者
可
有
辞
退
云
々
、
仍
拝
賀
事
涯
分
可
馳
走
之
由
令
返
答
、
晩
景
関
白
被 

帰
（
（1
（

、

　

子
息
の
近
衛
尚
通
が
早
期
に
関
白
就
任
で
き
る
よ
う
政
家
は
冬
良
に
関
白
退
任
を
も
ち
か
け
た
。
そ
の
際
、
拝
賀
奏
慶
を
経
た
い
と

い
う
冬
良
の
意
向
を
く
み
取
り
、（
主
に
経
済
的
で
あ
ろ
う
）
援
助
を
確
約
し
て
い
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
子
息
尚
通
の
昇
進
の
た
め
の

投
資
で
あ
り
、
冬
良
を
関
白
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
す
こ
と
に
対
す
る
反
対
給
付
と
い
う
側
面
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
正
当
な
関
白
在
任

者
と
し
て
故
実
上
の
過
失
な
く
退
任
で
き
る
よ
う
冬
良
を
支
援
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
一
条
家
に
と
っ
て
も
マ
イ
ナ
ス
ば
か

り
の
取
引
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ
に
は
近
衛
政
家
の
一
条
家
に
対
す
る
厚
情
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

一
条
家
は
先
例
故
実
の
上
で
は
近
衛
家
と
盟
友
と
も
い
え
る
関
係
に
あ
っ
た
が
、
経
済
面
は
困
窮
し
政
家
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
近
衛
家
と
一
条
家
は
比
較
的
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
2
．
近
衛
家
と
鷹
司
家

　

次
に
、
同
じ
近
衛
流
の
鷹
司
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　

水
野
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
衛
家
と
鷹
司
家
に
は
本
家
と
分
家
の
間
柄
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
側
面
が
あ
る
。

ま
ず
は
、
近
衛
政
家
の
前
の
代
に
あ
た
る
、
近
衛
房
嗣
と
鷹
司
房
平
の
関
係
が
垣
間
見
え
る
場
面
を
紹
介
し
よ
う
。
文
正
元
年
の
年
末
、

鷹
司
房
平
（「
鷹
司
前
関
白
」
と
政
平
（「
同
大
納
言
」）
が
近
衛
邸
の
酒
宴
に
招
か
れ
た
（「
鷹
司
前
関
白
、
同
大
納
言
等
有
光
臨
、
盃
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酌
数
巡
之
後
被
帰
宅

（
（1
（

」）。
そ
れ
に
対
し
鷹
司
父
子
は
、
近
衛
房
嗣
（「
殿
」）
と
政
家
（「
余
」）
を
自
邸
に
招
き
、
返
礼
の
酒
宴
を
催
し

た
（
（1
（

。
政
家
の
父
あ
た
る
近
衛
房
嗣
は
、
同
世
代
の
鷹
司
房
平
と
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

　

尤
も
、
両
家
の
関
係
は
、
対
等
な
友
好
関
係
と
は
言
い
き
れ
な
い
要
素
も
あ
る
。

　

自
鷹
司
前
関
白
許
有
使
、
来
廿
五
日
武
家
可
有
渡
御
也
、
手
長
侍
両
三
人
可
召
賜
云
々
、
無
子
細
之
由
被
申
之
、

　

自
鷹
司
殿
大
口
小
直
衣
帯
等
被
借
用
、
則
被
借
遣
了
、
明
後
日
武
家
渡
御
云
々
、

　

前
者
は
『
後
法
興
院
記
』
の
応
仁
元
年
四
月
一
五
日
条
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
鷹
司
房
平
は
義
政
渡
御
に
際
し
て
近
衛
家
か
ら
手
長
侍

を
借
り
て
い
る
。
後
者
は
一
週
間
ほ
ど
経
っ
た
二
三
日
条
で
、
房
平
は
同
じ
く
衣
装
も
近
衛
家
に
頼
っ
て
い
る
。
近
衛
家
と
鷹
司
家
と

の
良
好
な
間
柄
と
は
、
実
態
と
し
て
近
衛
家
が
鷹
司
家
を
扶
助
し
て
い
る
よ
う
な
関
係
性
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
性

は
政
家
の
世
代
に
も
引
き
継
が
れ
た
。『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
二
月
二
五
日
条
に
は
、「
今
夜
詔
宣
下
也
、
鷹
司

前
左
相
府
蒙
関
白
詔
」「
今
夜
自
鷹
司
、
忠
綱
長
貞
等
被
召
、
渡
装
束
少
々
被
借
用
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
衛
政
家
は

鷹
司
政
平
の
任
関
白
に
お
い
て
人
員
や
装
束
を
貸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　

鷹
司
前
関
白
今
日
被
参
武
家
云
々
、
家
領
摂
州
細
河
庄
被
還
補
、
為
其
礼
也
、
帰
路
被
来

（
（1
（

、

　

鷹
司
政
平
は
所
領
還
付
を
受
け
て
武
家
に
礼
参
し
た
の
だ
が
、
そ
の
帰
路
、
近
衛
邸
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
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あ
る
い
は
政
平
が
武
家
と
折
衝
す
る
に
あ
た
っ
て
、
近
衛
家
が
何
ら
か
の
協
力
を
し
た
か
ら
こ
そ
の
行
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ

る
な
ら
ば
近
衛
家
は
鷹
司
家
に
政
治
的
な
部
分
に
お
い
て
も
種
々
に
助
勢
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
も
う
一
つ
事
例
を
掲
げ
よ
う
。

　

 

早
旦
鷹
司
前
関
白
被
来
、
此
両
三
年
鷹
司
与
関
白
有
不
快
事
、
余
今
日
以
事
次
令
計
略
和
睦
之
儀
、
仍
令
張
行
朝
飡
之
汁
、
今
日
則

鞠
会
也

（
（1
（

、

　

右
は
、
仲
違
い
し
て
い
た
鷹
司
政
平
と
一
条
冬
良
（「
関
白
」）
の
間
を
政
家
が
取
り
持
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
公
私
に
わ
た
り

鷹
司
家
は
近
衛
家
に
依
存
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
政
家
は
鷹
司
家
と
も
基
本
的
に
は
良
好
な
間
柄
を
構
築
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
家
の
関
係
、

厳
密
に
は
近
衛
政
家
と
鷹
司
政
平
の
間
柄
に
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

近
衛
政
家
が
関
白
に
就
任
し
た
と
き
の
一
齣
を
見
て
み
よ
う
。

　

抑
今
夜
関
白
宣
下
也
（
略
）
抑
関
白
一
座
宣
下
事
、
左
府
為
内
覧
之
臣
超
越
無
念
之
由
依
被
申
入
今
夜
延
引

（
11
（

、

　

政
家
が
関
白
に
就
任
し
一
座
宣
下
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
と
き
、
超
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
鷹
司
政
平
（
当
時
の

左
大
臣
）
は
「
自
分
は
内
覧
に
任
じ
ら
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
家
に
超
越
さ
れ
る
の
に
は
納
得
が
い
か
な
い
」
と
し
て
猛
抗
議
し

た
。
そ
の
結
果
、政
家
へ
の
一
座
宣
下
は
、い
っ
た
ん
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
鷹
司
政
平
は
日
頃
か
ら
近
衛
政
家
の
世
話
に
な
っ

て
お
り
な
が
ら
、
政
家
に
対
し
位
次
相
論
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
位
次
相
論
は
そ
の
後
も
収
ま
ら
な
か
っ
た
。

　

 

大
外
記
師
富
朝
臣
来
、
令
対
面
余
与
当
関
白
座
次
事
昨
日
相
尋
之
処
、
所
見
不
分
明
由
申
之
、
退
出
後
又
朝
来
令
勘
進
一
紙
、
古
来

此
儀
未
一
決
歟

（
1（
（

、

　

先
の
事
例
か
ら
四
年
後
の
文
明
一
五
年
、
今
度
は
鷹
司
政
平
が
関
白
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
政

家
（
余
）
は
政
平
（「
当
関
白
」）
と
の
座
次
に
つ
い
て
中
原
師
富
に
相
談
し
て
い
る
。
位
次
に
関
し
て
、政
平
は
一
歩
も
妥
協
し
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　

 

今
日
参
賀
室
町
殿
式
日
也
（
略
）
西
衆
（
不
参
鷹
司
前
関
白
政
平
公　

与
近
衛
前
関
白
依
座
次
相
論
也
、
年
々
為
他
日
、
又
殿
上
人

以
下
悉
御
対
面
了
、
次
法
中
、
大
覚
寺
准
后
以
下
数
輩
御
対
面
、
摂
家
以
下
皆
板
輿
也

（
11
（

）、

　

政
家
晩
年
に
至
っ
て
も
政
平
と
近
衛
家
の
座
次
相
論
は
続
き
、
武
家
参
賀
の
日
付
を
ず
ら
し
て
調
整
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
政
平
は

終
生
、
座
次
に
こ
だ
わ
る
人
物
で
あ
り
、
政
家
に
超
越
さ
れ
た
こ
と
を
根
に
持
ち
続
け
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
鷹
司
家
は
様
々
な
場

面
で
近
衛
の
援
助
に
頼
り
き
っ
て
お
り
、
お
世
話
に
な
り
っ
ぱ
な
し
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
公
家
社
会
の
鷹
司
政
平
へ
の
視
線
は
非
常
に
厳
し
い
。『
長
興
宿
禰
記
』
の
文
明
一
一
年
二
月

三
〇
日
条
を
掲
げ
よ
う
。
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関
白
宣
下
并
小
除
目
被
行
之
、
近
衛
右
大
臣
殿
政
家
令
蒙
関
白
詔
給
、
御
上
首
左
大
臣
殿
政
平
公

鷹
司
殿

依
無
御
才
覚
、
御
当
職
難
叶
由
、
兼

日
及
御
沙
汰
令
蒙
内
覧
宣
旨
給
計
也
、

　

政
家
が
政
平
に
超
越
し
て
関
白
就
任
し
た
際
、「
才
覚
が
な
い
の
だ
か
ら
政
平
が
政
家
に
超
越
さ
れ
た
と
し
て
も
し
か
た
な
い
」
と

の
「
御
沙
汰
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
壬
生
晴
富
は
書
き
残
し
て
い
る
。
政
平
の
才
覚
に
対
す
る
周
囲
の
評
価
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
も
う
一
つ
史
料
を
掲
げ
る
。

　

伝
聞
、
関
白
家
領
飛
行
云
々
、
是
一
文
不
通
之
臣
任
相
国
之
罰
歟
、

　

右
は
『
十
輪
院
内
府
記
』
の
文
明
一
七
年
五
月
六
日
条
で
あ
る
が
、中
院
通
秀
は
「
鷹
司
政
平
（「
関
白
」）
が
所
領
を
喪
失
し
た
が
、

一
文
も
書
け
な
い
く
せ
に
太
政
大
臣
に
な
っ
た
罰
で
あ
る
」
と
辛
辣
に
言
い
放
っ
て
い
る
。
政
平
へ
の
シ
ビ
ア
な
評
価
は
、
公
家
社
会

に
共
通
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
鷹
司
政
平
は
能
力
不
足
で
あ
り
な
が
ら
、
プ
ラ
イ
ド
だ
け
は
高
い
、
面
倒
な
ト
ラ
ブ

ル
メ
ー
カ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
近
衛
政
家
が
鷹
司
家
を
見
放
し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
辛
抱
強
く
、
対
処
し
続
け
て
い
た
よ
う
だ
。

当
該
期
、
鷹
司
家
当
主
政
平
の
人
格
的
問
題
に
よ
り
微
妙
な
空
気
が
流
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
近
衛
家
は
鷹
司
家
を
扶
助

す
る
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、本
章
で
は
政
家
期
の
近
衛
家
が
基
本
的
に
一
条
家（
九
条
流
）・
鷹
司
家（
近
衛
流
）と
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
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当
該
期
の
五
摂
家
を
「
九
条
流
」
と
「
近
衛
流
」
と
い
う
二
項
対
立
だ
け
で
捉
え
る
の
は
、
や
や
乱
暴
に
過
ぎ
よ
う

（
11
（

。

　
二
、
九
条
家
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
先
行
研
究
で
も
対
立
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
近
衛
家
と
九
条
家
と
の
関
係
性
を
検
討
し
た
い
。

　
1
．
九
条
家
の
状
況

　

議
論
の
前
提
と
し
て
、
当
該
期
の
九
条
家
が
お
か
れ
て
い
た
独
特
な
立
ち
位
置
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
当
該
期
に
お
け
る
九
条
家
の

特
徴
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
在
国
の
多
さ
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
時
系
列
順
に
眺
め

て
お
こ
う
。
ま
ず
は
文
明
八
年
の
事
例
。

　

 

関
白
宣
下
也
、
九
条
殿
左
大
臣

政
基　

令
蒙
詔
給
（
略
）
殿
下
御
旅
所
小
河
候
人
弾
正
少
弼
俊
通
宿
所
也
、
一
両
日
自
江
州
坂
下
御
出
京
、
翌

日
亦
御
下
向

（
11
（

、

　

九
条
政
基
が
関
白
就
任
の
た
め
に
近
江
か
ら
上
洛
し
、
宣
下
さ
れ
る
や
、
す
ぐ
に
在
地
下
向
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
応
仁
の
乱

中
に
お
い
て
九
条
家
は
近
江
坂
本
に
疎
開
し
て
い
た
。
次
い
で
文
明
一
三
年
の
記
事
を
掲
げ
る
。
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伝
聞
、
九
条
前
内
府
上
洛
云
々
、
此
間
南
都
古
市
ニ
被
居
住
、
此
両
三
日
上
洛
云
々
、
禁
裏
有
御
対
面
云

（々
11
（

、

　

九
条
政
忠
が
南
都
古
市
か
ら
上
洛
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
流
扱
い
に
あ
っ
た
九
条
政
忠
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
在
国

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
九
条
政
忠
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。

　

 

今
暁
関
白
（
政
忠
公
五
十
歳
）
薨
給
云
々
、
自
去
月
十
日
比
例
流
布
之
歓
楽
云
々
（
不
及
拝
賀
薨
給
、
先
例
希
也
、
然
而
今
度
拝
任

事
、
為
流
身
無
益
之
由
、
世
以
存
之

（
11
（

）、

　

政
忠
は
「
流
身
」
の
ま
ま
関
白
に
在
任
し
、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
に
拝
賀
を
遂
げ
な
い
ま
ま
死
去
し
た
。
関
白
在
任
中
に
お
い

て
も
在
国
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
九
条
家
の
在
国
に
関
し
て
は
、
家
領
日
根
野
へ
の
下
向
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

 

伝
聞
、唐
橋
在
数
朝
臣
昨
日
於
九
条
家
門
被
誅
伐
云
々
、年
来
彼
家
門
領
令
自
専
一
向
及
闕
乏
間
、近
日
被
勘
気
処
推
而
令
出
仕
種
々

致
悪
口
間
如
此
云
々
、
不
便
至
極
事
也

（
11
（

　

明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
の
初
め
、
九
条
政
基
が
唐
橋
在
数
を
殺
害
し
た
咎
を
契
機
に
日
根
野
下
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
余

り
に
も
有
名
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
根
野
下
向
も
含
め
て
九
条
家
の
人
々
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
在
国
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
在
国
期
間

が
長
く
な
る
と
、
都
に
残
っ
た
公
家
衆
か
ら
の
扱
い
は
冷
や
や
か
に
な
っ
て
い
く
。
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俊九
条
殿
諸
大
夫

通
朝
臣
来
、
九
条
殿
家
礼
事
、
先
年
辞
申
畢
、
如
元
令
家
礼
者
可
為
祝
着
之
由
称
之
、
条
々
所
存
分
問
答
不
領
状

（
11
（

、

　

中
御
門
宣
胤
が
九
条
家
の
家
礼
を
辞
退
し
、
復
帰
要
請
に
つ
い
て
も
一
蹴
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
九
条
家
の
場
合
は
単
に
在
国

期
間
が
長
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
件
の
唐
橋
在
数
殺
害
事
件
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
相
俟
っ
て
、
一
部
の
中

下
級
貴
族
か
ら
は
出
仕
先
と
し
て
失
格
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

当
該
期
の
九
条
家
は
、
家
長
の
在
国
期
間
が
長
く
、
摂
関
を
襲
う
家
と
し
て
は
不
適
格
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い

え
、
在
国
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
九
条
家
の
人
々
、
な
か
で
も
政
基
が
、
自
身
の
昇
進
を
諦
め
て
い
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
く
、
む
し
ろ
貪
欲
と
さ
え
表
現
で
き
る
情
熱
を
持
っ
て
い
た
。

　

摂
関
家
と
し
て
圏
外
に
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
九
条
家
は
近
衛
家
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
。
青
年
期

の
政
基
に
関
す
る
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

　

 

伝
聞
、
去
十
二
日
両
幕
下
事
被
宣
下
云
々
、
左
洞
院
大
納
言
公
数
右
三
条
大
納
言
公
敦
辞
退
二
条
右
大
臣
政
嗣
左　

西
園
寺
内
大
臣
実
遠
右

、
抑
幕

下
事
九
条
家
門
ニ
自
去
比
堅
勅
約
也
、
然
而
被
両
卿
拝
任
言
語
道
断
曲
事
也
、
九
条
大
納
言
色
々
被
申
所
存
之
処
、
勅
約
事
御
忘
却

云
々
、
此
替
今
度
有
右
府
闕
者
可
有
勅
許
之
由
被
仰
出
云

（々
11
（

、

　

文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
お
け
る
左
右
大
将
の
人
事
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
九
条
政
基
は
勅
約
が
反
故
に
さ
れ
た
と

し
て
激
怒
し
て
い
る
（
傍
線
部
）。
そ
し
て
、
引
き
替
え
と
し
て
次
の
機
会
で
の
大
臣
昇
進
の
確
約
を
取
り
付
け
た
（
波
線
部
）。

　

そ
の
よ
う
な
熱
意
の
成
果
で
あ
ろ
う
か
、
九
条
政
基
は
五
摂
家
当
主
と
し
て
順
調
に
昇
進
を
重
ね
、
文
明
八
年
に
は
関
白
へ
と
就
任
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し
た

（
11
（

。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
政
基
は
一
歳
年
長
の
近
衛
政
家
よ
り
六
年
も
早
く
准
后
宣
下
を
受
け
て
い
る

（
1（
（

。

　

九
条
政
基
は
五
摂
家
の
中
で
も
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
的
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
近
衛
政
家
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、九
条
家
は
常
に「
目

の
上
の
た
ん
こ
ぶ
」
で
あ
り
、
昇
進
の
行
方
を
阻
む
障
害
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

今
夜
関
白
奏
慶
云
々
、
就
余
先
途
事
遅
々
迷
惑
之
由
、
以
右
大
弁
宰
相
歎
申
間
、
為
武
家
被
責
伏
云

（々
11
（

、

　

文
明
一
一
年
の
正
月
、
近
衛
政
家
は
「
先
途
遅
々
」
に
困
惑
し
て
い
た
。
政
家
の
関
白
就
任
は
決
定
し
て
い
た
の
だ
が
、
現
任
の
九

条
政
基
が
辞
表
を
提
出
し
な
い
た
め
、な
か
な
か
宣
下
が
実
現
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
困
っ
た
政
家
は
将
軍
家
（「
武
家
」）
を
頼
っ

て
政
基
に
圧
力
を
か
け
た
。
し
か
し
、
九
条
政
基
は
武
家
執
奏
が
あ
っ
て
も
、
な
お
も
関
白
辞
任
に
同
意
し
な
か
っ
た
。

　

先
途
事
遅
々
迷
惑
之
由
申
入
趣
、
自
武
家
今
日
以
勧
修
寺
大
納
言
有
御
執
奏
、
可
有
御
思
案
之
由
有
勅
答
云

（々
11
（

、

　

辞
任
に
抵
抗
し
つ
づ
け
る
政
基
に
業
を
煮
や
し
た
政
家
は
、将
軍
家
を
通
じ
て
、さ
ら
に
後
土
御
門
天
皇
の
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ

た
。
さ
す
が
の
政
基
も
こ
れ
に
は
抗
し
き
れ
ず
、
関
白
辞
任
を
承
伏
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
し
な
い
と
近
衛
政
家
は
関
白
就
任

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
九
条
家
は
摂
関
職
を
め
ぐ
り
近
衛
政
家
と
激
し
く
相
克
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

応
仁
の
乱
以
降
の
九
条
家
は
摂
関
家
と
し
て
相
応
し
く
な
い
よ
う
な
行
動
形
態
に
あ
っ
た
も
の
の
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
衛
政
家

の
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
行
く
手
を
遮
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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2
．
九
条
家
の
卓
越
性
と
政
治
力

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
九
条
家
は
在
国
の
身
な
が
ら
、
摂
関
職
争
い
に
お
い
て
強
い
立
場
を
維
持
で
き
て
い
た
。
で
は
、
な
ぜ
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
期
の
五
摂
家
に
お
け
る
九
条
家
の
卓
越
性
を
裏
付
け
て
い
た
背
景
を
探
っ
て
お

こ
う
。

　

公
家
社
会
に
お
け
る
九
条
家
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
と
、
次
の
史
料
が
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

 

伝
聞
、
九
条
前
内
府
当
職
之
事
依
武
家
執
奏
勅
約
云
々
、
此
事
摂
家
五
流
外
可
被
補
其
職
事
如
何
、
内
々
自
九
条
前
関
白
有
被
相
談

子
細
、
可
被
申
所
存
云
々
、
後
三
縁
院
有
置
文
之
子
細
云

（々
11
（

、

　

文
明
一
七
年
、
九
条
政
忠
は
関
白
に
就
任
し
た
。
し
か
し
、
傍
流
扱
い
だ
っ
た
政
忠
の
関
白
就
任
に
つ
い
て
は
、
五
摂
家
嫡
流
以
外

と
い
う
こ
と
で
疑
問
の
声
が
あ
が
っ
た
。
そ
れ
ら
の
異
論
を
押
さ
え
つ
け
る
理
論
上
の
決
め
手
は「
後
三
縁
院
有
置
文
之
子
細
」で
あ
っ

た
。
後
三
縁
院
、す
な
わ
ち
九
条
満
家（
一
三
九
四
～
一
四
四
九
）の
置
文
が
摂
関
就
任
の
正
当
性
を
保
障
し
え
た
の
で
あ
る
。「
九
条
家
」

に
対
す
る
何
ら
か
の
ブ
ラ
ン
ド
意
識
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
な
九
条
家
の
卓
越
性
は
、
政
忠

薨
去
に
よ
る
関
白
交
代
時
に
明
瞭
と
な
る
。

　

長
享
二
年
、一
条
冬
良
が
関
白
と
な
っ
た

（
11
（

。
こ
の
関
白
交
代
に
つ
い
て
は
『
後
法
興
院
記
』
の
長
享
二
年
八
月
二
三
日
条
が
詳
し
い
。
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伝
聞
、
去
夜
関
白
政
忠
公

薨
逝
、
痢
病
云
々
、
一
昨
日
花
山
辞
退
右
府
云
々
、
今
度
就
武
家
之
昇
進
、
内
府
当
職
所
望
事
自
東
山
殿
被

執
奏
云
々
、
雖
然
関
白
未
拝
賀
之
間
、
右
府
辞
退
事
可
被
仰
出
之
由
今
月
初
勅
答
云
々
、
右
府
又
雖
為
未
拝
賀
依
仰
辞
退
云
々
、
関

白
已
薨
逝
之
上
者
不
及
沙
汰
歟
、

　

冬
良
関
白
就
任
の
背
景
に
は
義
尚
の
内
大
臣
昇
進
が
あ
り
、
内
大
臣
退
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
冬
良
に
は
右
大
臣
か
摂
関
へ
と
昇
進

さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
関
白
の
九
条
政
忠
も
右
大
臣
の
花
山
院
政
忠
も
拝
賀
を
済
ま
せ
て
お
ら
ず
退
任
に
支
障
が
あ
っ

た
。
既
定
路
線
で
あ
っ
た
義
尚
の
任
内
大
臣
に
は
、
空
席
作
り
と
い
う
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
障
害
は
意
外
な
か
た

ち
で
ク
リ
ア
さ
れ
た
。
九
条
政
忠
が
薨
去
し
た
こ
と
に
よ
り
自
然
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
人
事
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
人
物
も
い
た
。
三
条
西
実
隆
で
あ
る
。『
実
隆
公
記
』
の
長
享
二
年
八
月
一
三
日
条

を
見
て
み
よ
う
。

　

今
度
内
府
昇
進
事
、
為
東
山
殿
御
執
奏
大
閤
被
執
申
之
云
々
、

　

冬
良
の
任
関
白
に
は
武
家
執
奏
と
二
条
持
通
の
挙
状
と
い
う
強
力
な
後
押
し
が
あ
っ
た
。
実
隆
は
、
そ
の
う
ち
持
通
の
意
見
に
批
判

的
で
、
そ
の
理
由
を
三
点
に
渡
っ
て
列
挙
し
て
い
る
。

　

尚
執
柄
事
同
東
山
殿
御
執
奏
也
、
無
幾
程
又
被
申
之
条
、
令
未
拝
賀
、
旁
不
可
然
歟
、
是
一
（
①
）、
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太
閤
書
状
趣
、
今
度
一
条
博
陸
事
無
御
沙
汰
者
摂
家
之
恥
辱
之
由
被
申
之
、
片
手
打
之
申
状
也
、
九
条
同
摂
家
也
、
何
如
此
被
申
之

哉
、
是
一
（
②
）、

　

 

九
条
与
一
条
異
于
他
之
子
細
在
之
間
、
尚
執
柄
事
涯
分
加
扶
持
之
由
、
故
禅
閤
□
旧
院
御
前
直
被
申
入
之
事
被
聞
食
及
也
、
只
今
内

府
競
望
之
□
亦
不
穏
便
歟
、
是
一
（
③
）、

　

簡
単
に
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
と
な
る
。

　

①
今
の
関
白
九
条
政
忠
も
義
政
の
執
奏
な
の
に
、
拝
賀
も
し
な
い
ま
ま
短
期
間
で
退
任
さ
せ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

　

②
一
条
家
が
関
白
に
な
れ
な
い
の
は
摂
関
家
と
し
て
恥
辱
と
い
う
が
、
九
条
家
だ
っ
て
摂
関
家
な
の
で
、
条
件
は
同
じ
で
あ
る
。

　

 

③
か
つ
て
一
条
兼
良
は
後
花
園
天
皇
の
御
前
で
「
九
条
家
と
一
条
家
は
他
と
は
違
う
の
だ
か
ら
、
全
力
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

三
点
目
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。「
一
条
家
と
九
条
家
は
特
別
」
と
い
う
認
識
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
条
家
の
摂
関

家
家
門
と
し
て
の
伝
統
的
卓
越
性
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
一
定
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
九
条
家
、
九
条
政
基
の
立
場
を
支
え
て
い
た
の
は
、
叙
上
の
九
条
家
の
伝
統
的
卓
越
性
に
加
え
、
後
土
御
門
天
皇
と
の
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関
係
性
に
も
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的
様
相
を
確
認
し
よ
う
。

　

 

自
九
条
家
門
有
使
者
、
一
昨
日　

勅
免
事
被
仰
出
、
自
愛
無
極
候
、
度
々
被
入
御
意
候
間
最
前
令
申
候
云
々
、
使
ニ
令
対
面
、
明
後

日
幕
下
可
被
参
内
云
々
、
前
関
白
指
貫
事
被
借
用
間
、
可
召
進
之
由
令
返
答
、

　

右
は
『
後
法
興
院
記
』
の
明
応
七
年
一
二
月
一
三
日
で
、
唐
橋
在
数
殺
害
事
件
か
ら
三
年
近
く
が
経
過
し
て
よ
う
や
く
九
条
政
基
が

後
土
御
門
天
皇
か
ら
赦
免
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
後
土
御
門
は
九
条
家
に
厳
し
い
態
度
で
接
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
厳
正
な
姿
勢
に
は
、「
か
わ
い
さ
余
っ
て
憎
さ
百
倍
」
と
い
っ
た
要
素
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

 

今
日
当
番
公
條
朝
臣
参
仕
、
於
宿
者
下
官
参
候
、
数
刻
勅
語
之
子
細
等
在
之
、
右
相
府
大
麓
所
望
事
等
粗
有
申
入
之
子
細
等
、
不
能

委
記
之

（
11
（

、

　

宥
免
後
の
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）、
九
条
尚
経
（「
右
相
府
」、
政
基
嫡
子
）
が
関
白
を
所
望
し
た
。

　

 

自
関
白
大
職
事
代
始
蒙
詔
之
臣
無
故
辞
職
之
条
、
浄
土
寺
関
白
延
慶
、
外
無
其
例
之
由
被
申
之
、
頗
抑
留
気
也
、
入
夜
有
被
仰
談
之
旨
、

愚
存
之
旨
申
入
之

（
11
（

、

　

尚
経
の
所
望
に
対
し
現
任
の
一
条
冬
良
は
代
始
に
任
じ
ら
れ
た
関
白
が
理
由
な
く
辞
職
す
る
の
は
異
例
と
し
て「
頗
抑
留
気
」で
あ
っ
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た
と
い
う
。
現
任
の
一
条
冬
良
は
辞
退
に
難
色
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

 

時
元
宿
禰
来
、
聊
有
仰
談
事
給
盃
、
相
語
云
、
今
夜
詔
宣
下
云
々
、
右
大
臣
尚
経
公
蒙
関
白
詔
云
々
、
前
関
白
非
辞
退
之
儀
云
々
、

凡
践
祚
以
後
即
位
以
前
執
政
改
補
其
例
不
詳
云
々
、
自
九
条
三
ヶ
度
例
勘
進
、
皆
以
不
快
例
云
々
、
近
臣
輩
依
贔
屓
歟
、
自
一
条
奏

聞
之
儀
不
申
入
云

（々
11
（

、

　

尚
経
は
自
己
正
当
化
の
先
例
を
勘
進
し
た
も
の
の
、
そ
の
全
て
が
冬
良
や
近
衛
政
家
か
ら
凶
例
と
指
弾
さ
れ
る
事
例
で
あ
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
九
条
家
の
意
向
は
ま
か
り
通
り
、
尚
経
の
就
任
が
実
現
し
た
。
右
は
『
後
法
興
院
記
』
で
あ
る
が
、
見
て
の
通
り
近
衛

政
家
は
、
そ
の
要
因
を
「
近
臣
贔
屓
」
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
三
条
西
実
隆
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

関
白
猶
以
寿
永
、
建
武
例
有
被
申
之
旨
、
但
於
于
今
可
有
御
沙
汰
之
由
勅
定
堅
固
也

（
11
（

、

　

実
隆
に
よ
る
と
、
強
引
な
関
白
交
代
が
実
現
し
た
決
め
手
は
「
勅
定
堅
固
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
政
家
に
せ
よ
、
実
隆
に
せ
よ
、

尚
経
の
関
白
就
任
を
後
土
御
門
天
皇
及
び
そ
の
近
臣
た
ち
の
意
向
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
条
家
は
唐
橋
在
数
殺
害

事
件
に
よ
り
勅
断
を
受
け
た
が
、
本
来
的
に
近
臣
を
含
め
た
天
皇
家
と
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

九
条
家
は
前
代
以
来
の
蓄
積
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
天
皇
家
（
近
臣
）
と
の
良
好
な
関
係
に
よ
り
、
唐
橋
在
数
殺
害
事
件
な

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
に
も
関
わ
ら
ず
、
五
摂
家
の
中
で
も
特
異
な
位
置
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
こ
の
時
期
の
五

摂
家
を
「
近
衛
流
」「
九
条
流
」
と
の
二
項
対
立
だ
け
で
捉
え
る
の
は
厳
密
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
衛
家
と
九
条
家
の
関
係
に
限
っ
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て
観
察
す
る
と
、
政
治
的
に
優
等
生
で
あ
っ
た
近
衛
家
の
前
に
は
、
異
端
児
九
条
家
と
い
う
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
お
わ
り
に
～
二
条
家
と
の
関
係

　

こ
こ
ま
で
本
稿
で
は
政
家
期
を
中
心
に
、
近
衛
家
と
一
条
家
・
鷹
司
家
・
九
条
家
の
関
係
を
眺
め
て
き
た
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、

政
家
期
の
近
衛
家
は
、
一
条
家
や
鷹
司
家
と
は
相
応
に
友
好
的
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
が
、
九
条
家
と
の
関
係
性
は
緊
張
感
を
帯
び

る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
原
則
的
に
五
摂
家
内
部
に
は
「
近
衛
流
」
と
「
九
条
流
」
と
い
う
区
分
け
が
あ
り
、
そ
れ

な
り
の
紐
帯
の
存
在
も
否
め
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
二
項
対
立
だ
け
で
五
摂
家
を
把
握
す
る
と
す
れ
ば
、
や
や
観
念
的
に

過
ぎ
、
錯
綜
し
た
実
態
を
見
失
う
恐
れ
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
分
析
に
お
い
て
は
二
条
家
を
除
外
し
た
。「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、

本
稿
の
結
び
に
か
え
て
、
大
雑
把
に
政
家
期
の
近
衛
家
と
二
条
家
と
の
関
係
を
眺
め
て
お
こ
う
。

　

近
衛
政
家
と
二
条
持
通
（
一
四
一
六
～
一
四
九
三
）
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。

　

 

三
位
中
将
昇
進
事
申
入
処
有
勅
許
、
去
廿
一
日
為
吉
日
間
、
宣
下
事
可
為
件
日
由
申
入
、
左
中
将
如
元
之
由
同
被
宣
下
、
抑
中
将
兼

官
事
去
廿
日
自
大
閤
有
被
相
示
旨
、
尚
基
卿
可
申
納
言
金
吾
事
例
不
快
之
間
、
御
家
門
被
申
金
吾
中
将
事
申
請
度
之
由
被
命
之
、
中

納
言
中
将
事
必
就
上
首
事
候
之
間
、
今
度
可
申
中
納
言
中
将
由
令
返
答
了

（
11
（

、

　

近
衛
尚
通
（「
三
位
中
将
」）
の
昇
進
に
つ
い
て
の
政
家
と
二
条
持
通
と
の
相
談
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
意
訳
す
る
と
「
二
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条
家
の
尚
基
は
中
納
言
と
中
将
を
同
時
に
申
請
せ
ず
、
ま
ず
中
将
に
昇
進
さ
せ
て
か
ら
中
納
言
に
さ
せ
る
の
で
、
す
で
に
中
将
で
あ
る

尚
通
が
今
回
は
中
納
言
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
」（
傍
線
部
）
と
い
っ
た
感
じ
に
な
る
。
近
衛
家
と
二
条
家
は
嫡
子
の
昇
進
に
つ
い
て

事
前
に
当
事
者
間
で
申
し
合
わ
せ
る
間
柄
に
あ
っ
た
。
互
い
に
利
害
を
調
整
し
合
う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
一
年
閏
九
月
三
日
条
を
抜
粋
し
よ
う
。

　

奉
書
状
於
二
条
前
関
白
許
、還
幸
次
第
等
可
借
給
之
由
令
申
之
、康
正
度
造
内
裏
之
時
、遷
幸
次
第
借
給
之
、西
園
寺
家
作
進
次
第
也
、

　

近
衛
政
家
が
二
条
持
通
に
「
還
幸
次
第
」
の
貸
与
を
請
う
て
い
る
。
二
条
持
通
は
政
家
に
と
っ
て
故
実
上
の
相
談
相
手
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
同
日
条
に
は
、
他
に
も
特
記
す
べ
き
叙
述
が
あ
る
。

　

入
夜
帰
、
関
白
渡
領
事
、
昨
今
家
礼
面
々
ニ
宛
行
之
、

　

関
白
に
就
任
し
た
政
家
が
殿
下
渡
領
を
差
配
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
関
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
一
ヶ
月
少
し
前
の
記

事
で
あ
る
。

　

 

自
二
条
前
関
白
有
書
状
、
随
身
秦
久
枝
敷
地
事
也
、
自
後
普
光
園
院
時
被
申
家
門
被
免
除
地
利
間
、
無
相
違
之
様
被
仰
付
者
可
悦
入

之
趣
也
、
令
返
答
不
可
有
子
細
之
由
、
鴨
居
殿
内
也
、
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右
は
『
後
法
興
院
記
』
の
文
明
一
一
年
八
月
二
三
日
条
で
あ
る
が
、
政
家
の
も
と
に
持
通
か
ら
の
書
状
が
届
け
ら
れ
た
。
二
条
良
基

の
時
の
先
例
を
踏
ま
え
て
「
随
身
秦
久
枝
敷
地
」
の
「
地
利
」
を
免
除
し
て
欲
し
い
と
い
う
依
頼
で
あ
る
（
傍
線
部
）。
そ
れ
を
受
け

て
政
家
は
問
題
な
し
と
返
答
し
て
い
る
（
波
線
部
）。
お
そ
ら
く
殿
下
渡
領
の
差
配
に
関
す
る
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
政
家
は
二

条
家
の
既
得
権
益
を
二
つ
返
事
で
保
障
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
両
家
の
関
係
は
、
世
代
を
超
え
て
持
続
し
て
い
る
。

　

執
政
事
可
有
与
奪
之
由
去
十
七
日
自
相
国
被
挙
達
内
府
書
状
、
又
一
昨
日
自
内
府
以
使
者
頻
被
懇
望
之
間
可
辞
退
之
由
今
朝
申
遣

了
（
1（
（

、

　

右
は
持
通
か
ら
み
て
孫
に
あ
た
る
二
条
尚
基
の
関
白
就
任
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
尚
基
の
昇
進
に
先
立
っ
て
、
一
条
冬
良
を
介
し

た
二
条
尚
基
書
状
と
直
接
政
家
に
宛
て
た
尚
基
書
状
が
近
衛
邸
に
届
い
て
い
る
。
そ
れ
は
近
衛
尚
通
の
関
白
禅
譲
を
要
請
す
る
依
頼
文

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
請
を
近
衛
家
家
長
の
近
衛
政
家
は
快
諾
し
て
い
る
。
近
衛
政
家
は
、
二
条
持
通
に
お
世
話
に
な
っ
た
分
を
、
次

代
の
二
条
尚
基
な
ど
へ
還
元
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
国
期
に
近
衛
家
が
全
盛
期
を
迎
え
る
素
地
は
、
政
家
の
こ
の
よ
う
な
�
気
配 

り
“
（
人
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
�
打
算
“
と
表
現
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
に
よ
り
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

（
1
）
黒
嶋
敏
「
山
伏
と
将
軍
と
戦
国
大
名
」（『
中
世
の
権
力
と
列
島
』
高
志
書
院　

二
〇
一
二
、
初
出
二
〇
〇
四
）、
二
六
八
頁
。
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（
2
）
湯
川
敏
治
『
戦
国
期
公
家
社
会
と
荘
園
経
済
』（
続
群
書
類
従
完
成
会　

二
〇
〇
五
）。

（
3
） 
廣
田
浩
治
「
中
世
後
期
の
九
条
家
家
僕
と
九
条
家
領
荘
園
～
九
条
政
基
・
尚
経
期
を
中
心
に
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
四　

二
〇
〇
三
）
な
ど
。

（
4
）
水
野
智
之
「
足
利
義
晴
～
義
昭
期
に
お
け
る
摂
関
家
・
本
願
寺
と
将
軍
・
大
名
」（『
織
豊
期
研
究
』
一
二　

二
〇
一
〇
）、
二
～
三
頁
。

（
5
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
二
年
三
月
二
九
日
条
。

（
6
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
五
年
四
月
二
二
日
条
。

（
7
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
九
年
一
〇
月
七
日
条
。

（
8
）『
親
長
卿
記
』
明
応
六
年
二
月
二
八
日
条
。

（
9
）『
宣
胤
卿
記
』
文
明
一
二
年
一
月
二
二
日
条
。

（
10
） 

こ
の
時
代
の
文
芸
の
会
が
持
っ
た
政
治
性
を
無
視
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
将
軍
や
天
皇
と
は
違
い
主
催
者
が
一
条
家
で
あ
る
こ
と
や
、
応
仁
の
乱
後

の
兼
良
を
取
り
巻
い
て
い
た
諸
状
況
（
後
述
す
る
経
済
面
な
ど
）
を
踏
ま
え
た
場
合
、
さ
し
あ
た
り
「
私
的
」
と
表
現
し
て
も
問
題
な
い
と
判
断
し
た
。

（
11
）『
後
法
興
院
記
』
文
正
元
年
八
月
二
〇
日
条
。

（
12
）『
後
法
興
院
記
』
応
仁
二
年
一
〇
月
三
〇
日
条
。

（
13
）『
長
興
宿
禰
記
』
文
明
一
一
年
閏
九
月
一
八
日
条
。

（
14
）『
親
長
卿
記
』
長
享
二
年
三
月
二
六
日
条
。

（
15
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
二
年
二
月
四
日
条
。

（
16
）『
後
法
興
院
記
』
文
正
元
年
一
二
月
二
日
条
。

（
17
）「
未
刻
許
殿
令
向
鷹
司
亭
給
、
余
同
之
、
依
招
引
也
、
数
刻
有
大
飲
、
及
秉
燭
帰
宅
」（『
後
法
興
院
記
』
応
仁
元
年
正
月
一
三
日
条
）。
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（
18
）『
後
法
興
院
記
』
延
徳
二
年
九
月
三
日
条
。

（
19
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
元
年
八
月
二
三
日
条
。

（
20
）『
実
隆
公
記
』
文
明
一
一
年
二
月
三
〇
日
条
。

（
21
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
五
年
三
月
二
二
日
条
。

（
22
）『
宣
胤
卿
記
』
文
亀
二
年
正
月
一
〇
日
条
。

（
23
）
た
だ
し
、
政
家
の
行
動
を
見
る
限
り
、
同
じ
「
近
衛
流
」
と
し
て
近
衛
家
が
鷹
司
家
に
同
族
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
。

（
24
）『
長
興
宿
禰
記
』
文
明
八
年
五
月
一
五
日
。

（
25
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
三
年
一
二
月
一
〇
日
条
。

（
26
）『
親
長
卿
記
』
長
享
二
年
八
月
二
三
日
条
。

（
27
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
五
年
正
月
八
日
条
。

（
28
）『
宣
胤
卿
記
』
文
亀
元
年
一
二
月
一
八
日
条
。

（
29
）『
後
法
興
院
記
』
文
正
元
年
一
二
月
二
三
日
条
。

（
30
） 「
今
夜
有
関
白
詔
、
二
条
謙
退
之
替
□
九
条
左
府
政
基

被
補
之
、
上
卿
勧
修
寺
大
納
言
、
弁
頭
左
□
弁
兼
顕
朝
臣
也
、
四
位
外
記
不
参
、
康
純
参
入
、」（『
実

隆
公
記
』
文
明
八
年
五
月
一
五
日
条
）。

（
31
） 「
伝
聞
、昨
日
於
陣
九
条
前
関
白
准四
十
七
云
々

三
宮
宣
下
云
々
、次
権
大
納
言
尚
経
卿
任
右
大
将
、内
府
転
任
左
云
々
、上
卿
中
御
門
大
納
言
云
々
」（『
後
法
興
院
記
』

延
徳
三
年
一
一
月
二
九
日
条
）。

（
32
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
一
年
一
月
二
五
日
。

（
33
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
一
年
二
月
一
三
日
。
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（
34
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
七
年
閏
三
月
一
〇
日
条
。

（
35
）『
実
隆
公
記
』
長
享
二
年
八
月
二
五
日
条
。

（
36
）『
実
隆
公
記
』
文
亀
元
年
六
月
二
四
日
条
。

（
37
）『
実
隆
公
記
』
文
亀
元
年
六
月
二
六
日
条
。

（
38
）『
後
法
興
院
記
』
文
亀
元
年
六
月
二
九
日
条
。

（
39
）『
実
隆
公
記
』
文
亀
元
年
六
月
二
七
日
条
。

（
40
）『
後
法
興
院
記
』
文
明
一
六
年
一
二
月
二
六
日
条
。

（
41
）『
後
法
興
院
記
』
明
応
六
年
四
月
二
六
日
条
。
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